
企業・法人 現行 令和９年10月~
（法律公布から約２年後）

令和11年10月~
（公布から約４年後）

令和14年10月~
（公布から約７年後）

令和17年10月~
（公布から約10年後）

企業規模要件
(従業員数)

50人超 35人超 20人超 10人超 １0人以下(要件撤廃)

事業主負担
保険料還付

(負担割合変更)

保険料は
労使折半

(1/2)

従業員50人～36人の事業
主が労使折半を超えて負担
した保険料のうち一定割合
※1を還付
（令和9年10月～3年間）

従業員35人～21人の事業主
が労使折半を超えて負担し
た保険料のうち一定割合※1

を還付
（令和11年10月～3年間）

従業員20人～11人の事業
主が労使折半を超えて負担
した保険料のうち一定割合
※1を還付
（令和14年10月～3年間）

従業員10人以下の事業主が
労使折半を超えて負担した
保険料のうち一定割合※1を
還付
（令和17年10月～3年間）

１．短時間労働者に適用する企業規模要件（従業員50人超）を撤廃 段階的適用

個人事業所 現 行 令和11年10月（法律公布から約４年後）

現行法定17
業種以外の
個人事業所

(生活衛生業等)

非適用

新規開業
事 業所

要 件 適 用（改正法施行後の新規開業事業所に適用）

負担割合変更 労使折半を超えて負担した保険料のうち一定割合※1を支援(還付)（令和11年10月～3年間）

既 存
事 業所

要 件 非適用（改正法施行時の既存事業所は当面期限を定めず非適用）

負担割合変更
「任意包括適用」を活用して適用事業となった場合、労使折半を超えて負担した保険料
のうち一定割合※1を還付（令和11年10月～3年間）

２．個人事業所(５人以上規模)の非適用業種を解消 全業種適用（法施行時の既存事業所を除く）

(１) 企業規模要件を段階的に変更し、十分な準備期間を確保できる施行期日を設定。
(２) 従業員50人以下の企業・法人で働く年収106～151万円程度の短時間労働者について、労使折半の保険料の負担割合を変えて

事業主が多く負担する特例措置を創設。事業主が折半を超えて負担する保険料の一定割合※1を国が支援(保険料還付)する。
（特例措置の適用期間は３年間とし、その期間中は特段の申請等を要しない。なお、事業主負担の変更割合は法律で定める。）

(１) 常時５人以上の者を使用する個人事業所を全て適用事業所とする。ただし、既に事業を営んでいる現在の法定17業種以外の事
業所は当面適用期限を定めず現行制度により運用する。なお、任意包括適用の活用を促しつつ適用拡大を図る。

(２) 法施行後の新規開業者及び任意包括適用による既存事業者の適用には企業・法人同様、年収106～151万円程度の短時間労働者
について事業主が負担割合を変えて多く負担した場合、折半を超えて負担する保険料の一定割合※1を国が支援(保険料還付)する。
（特例措置の適用は３年間とし、その期間中は特段の申請等を要しない。なお、事業主負担の変更割合は法律で定める。）

短時間労働者に対する被用者保険適用拡大の概要
（厚生年金、健康保険）

※１還付する保険料の「一定割合」は法律で定める。 ※２施行前でも短時間労働者が事業所単位で任意に加入できる制度が活用可能。

※１還付する保険料の「一定割合」は法律で定める。

令和７年5月16日

全国生活衛生営業指導センター 
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